
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
三
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
三
章

（
略
）

第
四
章

職
業
能
力
開
発
協
会
（
第
七
十
二
条

第
七
十
八
条
）

第
四
章

職
業
能
力
開
発
協
会
（
第
七
十
二
条

第
七
十
八
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
七
十
九
条
・
第
八
十
条
）

附
則

附
則

（
証
票
）

（
証
票
）

第
七
十
八
条

（
略
）

第
七
十
八
条

（
略
）

第
五
章

雑
則

（
新
設
）

（
法
第
九
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
技

能
照
査
）

第
七
十
九
条

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
長
、
職

業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
長
及
び
職
業
訓
練
法

人
は
、
法
第
九
十
二
条
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
に

準
ず
る
訓
練
を
受
け
る
者
に
対
し
て
、
法
第
二
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
技
能
照
査
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

（
新
設
）

２

前
項
に
規
定
す
る
技
能
照
査
に
合
格
し
た
者

は
、
技
能
士
補
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
業
能
力
開
発
促

進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠





３

第
二
十
九
条
、
第
二
十
九
条
の
二
及
び
第
三
十

五
条
の
三
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
九
条

の
二
中
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
長
」
と
あ

る
の
は
、「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
長
、
職
業

能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
長
及
び
職
業
訓
練
法

人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
九
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
修

了
証
書
）

第
八
十
条

法
第
九
十
二
条
に
規
定
す
る
職
業
訓
練

又
は
指
導
員
訓
練
に
準
ず
る
訓
練
を
受
け
る
者

が
、
職
業
訓
練
又
は
指
導
員
訓
練
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
職
業
訓
練
等
」
と
い
う
。）に
係
る
訓

練
期
間
及
び
訓
練
時
間
に
従
い
職
業
訓
練
等
の
内

容
を
習
得
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
訓
練
等
の
修
了

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
長
、
職
業
能
力

開
発
総
合
大
学
校
の
長
及
び
職
業
訓
練
法
人
は
、

当
該
準
ず
る
訓
練
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
法

第
二
十
二
条
（
法
第
二
十
六
条
の
二
、
法
第
二
十

七
条
第
五
項
及
び
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
修
了
証
書
を

交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

２

第
二
十
九
条
の
三
及
び
第
三
十
六
条
の
十
二
の

規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
九
条
の
三
中
「
法
第

二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
二
条
（
法

第
二
十
六
条
の
二
及
び
法
第
二
十
七
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
修
了
証
書
を
交
付
さ
れ
た
者
が
技
能

検
定
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
者
が
修

了
し
た
職
業
訓
練
等
の
訓
練
課
程
に
応
じ
、
普
通

課
程
若
し
く
は
短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
、
応

用
課
程
、
専
門
課
程
、
特
定
応
用
課
程
若
し
く
は

特
定
専
門
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
又
は
長
期
養
成

課
程
若
し
く
は
短
期
養
成
課
程
の
指
導
員
養
成
訓

練
を
修
了
し
た
者
が
技
能
検
定
を
受
け
る
場
合
に

適
用
さ
れ
る
こ
の
省
令
の
技
能
検
定
の
受
検
資
格

及
び
技
能
検
定
試
験
の
免
除
に
係
る
規
定
が
適
用

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報 


